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こんなことが決まりました

幼保連携型認定こども園ってどんなところ？

しらゆり幼稚園

津山圏域西部
衛生施設組合

勝北風の子こども園

津山圏域東部
衛生施設組合

４
月
よ
り
幼
保
連
携
型

認
定
こ
ど
も
園
を
設
置

津
山
圏
域
東
部
衛
生
施
設

組
合
・
津
山
圏
域
西
部
衛

生
施
設
組
合
が
解
散

こ
ん
な
こ
と
が

決
ま
り
ま
し
た

予
算
・
条
例
等

※

金
額
は
１
万
円
未
満
切
り
捨
て

　
９
月
定
例
会
で
は
、
そ
の
ほ
か
に

も
28
件
の
議
案
等
を
審
議
し
ま
し
た
。

議
論
し
た
議
案
等
の
う
ち
、
主
な
も

の
を
紹
介
し
ま
す
。

　
平
成
28
年
４
月
１
日
よ
り
、「
市

立
勝
北
風
の
子
こ
ど
も
園
」、「
私
立

し
ら
ゆ
り
幼
稚
園
」
の
２
園
が
幼
保

連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
移
行
し
ま

す
。
９
月
議
会
で
は
市
立
の
幼
保
連

携
型
認
定
こ
ど
も
園
設
置
に
必
要
な

事
項
を
定
め
る
た
め
の
条
例
制
定
、

し
ら
ゆ
り
幼
稚
園
が
幼
保
連
携
型
認

定
こ
ど
も
園
に
移
行
す
る
た
め
に
必

要
な
整
備
事
業
へ
の
補
助
金
の
予
算

措
置
に
つ
い
て
、
議
決
し
ま
し
た
。

（
整
備
事
業
補
助
金
に
つ
い
て
の　

補
正
予
算
額　
１
，６
５
２
万
円
）

　
ご
み
処
理
の
業
務
に
関
し
て
、
津

山
市
、
勝
央
町
及
び
奈
義
町
で
組
織

し
て
い
る
一
部
事
務
組
合
の
「
津
山

圏
域
東
部
衛
生
施
設
組
合
」、津
山
市
、

鏡
野
町
及
び
美
咲
町
で
組
織
し
て
い

る
一
部
事
務
組
合
の
「
津
山
圏
域
西

部
衛
生
施
設
組
合
」
が
、
新
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー
の
本
稼
働
に
伴
い
、
平

成
28
年
３
月
31
日
を
も
っ
て
解
散
す

る
こ
と
に
つ
い
て
議
会
の
承
認
を
得

ま
し
た
。

〈
厚
生
委
員
会
で
の
報
告
〉

　

福
井
県
敦
賀
市
か
ら
民
間
処
分
場

の
問
題
で
、
工
事
費
の
負
担
を
求
め

ら
れ
て
い
る
裁
判
に
つ
い
て
は
継
続

中
で
あ
る
。
今
後
に
つ
い
て
は
構
成

団
体
で
引
き
継
ぎ
、
連
携
を
し
な
が

ら
対
処
し
て
い
き
た
い
。

　認定こども園とは、幼児期の教育を行う
幼稚園的機能と保育の必要な子供の保育を
行う保育所的機能の両方の機能を備え、都
道府県が条例で定める認定基準を満たす施
設について、知事が認可・認定するもので
す。幼保連携型認定こども園は、このうち、
学校及び児童福祉施設としての法的位置づ
けを持つ単一の施設です。


